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※１　標準保険料率…各市町村のあるべき保険料水準の「見える化」を図るため、県内市町村統一の算定基準に基づき保険料で集
めるべき相当額（必要保険料総額）を算定し、保険料率に換算したもの。

※2　前年の所得…前年の収入金額から必要経費等の金額を差し引いた額。源泉徴収票の「所得控除後の金額」や確定申告書の「所
得金額の合計」のこと。

※3　賦課限度額…令和４年度は制度改正があり、医療分が65万円、後期分が20万円に引き上げ。

【表１】 国保税額等の改正内容

賦課
方式

所得割(前年の所得※2

－ 加入者ごとに基礎
控除43万円) × 税率

均等割
（１人当たり）

平等割
（１世帯当たり）

賦課
限度額※3

医療分
(基礎課税分)

令和４年度(改正後) ２ ６.10％ ３万0,000円 廃止 65万円
令和３年度(改正前) ３ ７.80％ ２万2,000円 ２万3,000円 63万円

標準保険料率※1 ２ ６.74％ ３万4,065円 － －

後期高齢者
支援金分

令和４年度(改正後) ２ ２.40％ １万1,000円 廃止 20万円
令和３年度(改正前) ３ ２.30％ 6,500円 6,500円 19万円

標準保険料率 ２ ２.75％ １万3,934円 － －
介護納付金分
(40 ～ 64歳の

方のみ)

令和４年度(改正後) ２ ２.50％ １万4,000円 － 17万円
令和３年度(改正前) ２ ２.00％ １万3,500円 － 17万円

標準保険料率 ２ ２.62％ １万6,059円 － －

【図１】 賦課方式の変更

【改正前】３方式

所得割(前年の所得)

均等割(１人当たり)

平等割(１世帯当たり)

【改正後】２方式

所得割(前年の所得)

均等割(１人当たり)

　

東
海
村
は
こ
れ
ま
で
、
国
民
健
康
保
険
税
の
医

療
分（
基
礎
課
税
分
）と
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の

算
出
方
法
と
し
て
、「
所
得
割
」・「
均
等
割
」・「
平

等
割
」の「
３
方
式
」を
採
用
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
る「
平
等
割
」は
、
加
入

者
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
世
帯
当
た
り
に
定
額

賦
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
近
年
増
加
し
て
い
る

少
人
数
世
帯
の
負
担
が
大
き
い
こ
と
が
課
題
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
茨
城
県
で
は
、
国
保
制
度
を

持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
、
令
和
４
年
度
か

ら
、
県
内
市
町
村
の
賦
課
方
式
を
簡
潔
で
公
平
な

「
所
得
割
」・「
均
等
割
」の「
２
方
式
」に
統
一
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
将
来
的
な
保
険
料
水
準
の

統
一
へ
向
け
た
議
論
の
第
一
歩
と
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
東
海
村
に
お
い
て
も
令
和
４
年

度
か
ら
、医
療
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の「
平

●
国
民
皆
保
険
を
維
持
す
る
た
め
に
… 

平
等
割
を
廃
止
し
、
賦
課
方
式
を

変
更
し
ま
す

等
割
」を
廃
止
し
、「
所
得
割
」・「
均
等
割
」の「
２

方
式
」に
変
更
し
ま
す（【
図
１
】参
照
）。

　

各
市
町
村
の
税
率
等
は
、
県
が
示
す「
標
準
保

険
料
率
※
１
」を
参
考
に
し
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
東

海
村
で
は
、
今
回
、
国
保
基
金
の
活
用
に
よ
り

全
体
の
税
率･

税
額
を
抑
制
し
、
標
準
保
険
料
率

よ
り
も
低
い
税
率
等
に
改
正
し
ま
し
た（【
表
１
】

参
照
）。

●
皆
さ
ん
の
負
担
軽
減
を
図
り
ま
す

国
保
基
金
を
活
用
し
、
税
率
等
を
抑

制
し
ま
す
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【図２】 具体例で比較する国保税額（税額改正前後）

　

令
和
４
年
度
の
税
額
は
、
令
和
３
年
中
の

所
得
等
に
よ
り
計
算
し
、
７
月
中
旬
に
納
税

通
知
書
と
納
付
書
を
お
送
り
し
ま
す
。
詳
細

は
、
改
め
て「
広
報
と
う
か
い
」で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

●
子
育
て
世
帯
を
支
援
し
ま
す
！

全
世
帯
の
子
ど
も
の
均
等
割
を
半

額
に
し
ま
す

　

賦
課
方
式
を「
３
方
式
」か
ら「
２
方
式
」へ
変
更

す
る
と
、
世
帯
当
た
り
の「
平
等
割
」が
な
く
な
る

こ
と
に
よ
り
、少
人
数
世
帯
の
税
額
は
安
く
な
り
、

多
人
数
世
帯
の
税
額
は
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。そ
こ
で
、多
人
数
世
帯
に
多
い「
子
育
て
世
帯
」

へ
の
支
援
と
し
て
、次
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
申
請
手
続
き
は
不
要
で
す
。

▽
０
歳
か
ら
６
歳
ま
で（
未
就
学
児
）の
均
等
割
を

半
額
に
し
ま
す（
国
の
施
策
）

▽
７
歳
か
ら
18
歳
ま
で（
就
学
児
～
高
校
生
世
代
）

の
均
等
割
を
半
額
に
し
ま
す（
村
独
自
の
取
り

組
み
）

●
国
保
税
額
は
ど
の
く
ら
い
？

具
体
例
で
比
較
す
る
改
正
前
後
の

国
保
税
額

　

平
均
的
な
所
得･

世
帯
構
成
か
ら
国
保
税
額
の

具
体
例（【
図
２
】参
照
）を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、

改
正
前
後
の
国
保
税
額
の
比
較
の
参
考
と
し
て
く

だ
さ
い
。

年額差　－１万3,000円年額差　－１万3,000円例１．70代の夫婦２人の世帯 （５割軽減世帯）

年税額 所得割 均等割 平等割 合計

令和４年度
(改正後)

医療分（基礎課税分） ４万0,800円 ３万0,000円 廃止
９万7,800円後期高齢者支援金分 １万6,000円 １万1,000円 廃止

介護納付金分 0円 0円 －

令和３年度
(改正前)

医療分（基礎課税分） ５万2,200円 ２万2,000円 １万1,500円
11万0,800円後期高齢者支援金分 １万5,400円 6,500円 3,200円

介護納付金分 0円 0円 －

前年中の所得
（夫）年金所得 110万円
（妻）年金所得 ０円

減減

年額差　－２万9,400円年額差　－２万9,400円例２．20代の単身世帯 

前年中の所得

給与所得 120万円

年税額 所得割 均等割 平等割 合計

令和４年度
(改正後)

医療分（基礎課税分） ４万6,900円 3万0,000円 廃止
10万6,300円後期高齢者支援金分 １万8,400円 １万1,000円 廃止

介護納付金分 0円 0円 －

令和３年度
(改正前)

医療分（基礎課税分） ６万0,000円 ２万2,000円 ２万3,000円
13万5,700円後期高齢者支援金分 １万7,700円 6,500円 6,500円

介護納付金分 0円 0円 －

減減

年額差　－６万1,100円年額差　－６万1,100円例３．40代の夫婦と子ども２人の４人世帯 

年税額 所得割 均等割 平等割 合計

令和４年度
(改正後)

医療分（基礎課税分） 22万9,900円 ９万0,000円※ 廃止
56万5,500円後期高齢者支援金分 ９万0,400円 ３万3,000円※ 廃止

介護納付金分 ９万4,200円 ２万8,000円    －

令和３年度
(改正前)

医療分（基礎課税分） 29万4,000円 ８万8,000円 ２万3,000円
62万6,600円後期高齢者支援金分 ８万6,700円 ２万6,000円 6,500円

介護納付金分 ７万5,400円 ２万7,000円 －
※令和４年度（改正後）の子ども分の均等割は半額で計算しています。

前年中の所得

営業所得 420万円

減減
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